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新型コロナウイルスに係る５月７日以降の本市の対応方針について 

 

 

4 月 20 日（月）から 5 月 6 日（水）までの登園自粛期間においては、保護者様には、

要請にご協力いただきありがとうございます。 

5 月 7 日（木）以降の本市の対応につきましては、国の方針を受けて決定するため、

大型連休直前の決定となる見通しとなっております。確実に皆様に情報を伝達する 

必要があることから、今後の対応方針は、市ホームページにてご確認くださいます 

ようお願いいたします。 

情報については、決定次第速やかに掲載いたしますが、現時点では掲載日の事前 

のご案内ができないため、恐れ入りますが、5 月 6 日までの間で随時ご確認ください 

ますようお願いいたします。 

なお、自粛の要請期間が延長された場合の保育料・副食費の取り扱い及び園での 

保育が真に必要な児童の受け入れにつきましては、5 月 6 日までの自粛要請期間と 

同様の取り扱いをすることといたします。 

保護者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

記 

『藤枝市ホームページ』 

   ↓ 

『緊急情報 （一覧を見る→）』 

   ↓ 

『新型コロナウイルスに関する情報について』 

   ↓ 

『市内小中学校・認可保育所、幼稚園、認定こども園等の対応について』 

 

ＱＲコード（方針が決定次第、リンク先の情報が更新されます） 

 

 

 

 

 

 

    【担当課 藤枝市 児童課 保育推進係   電話番号 054-643-3325】 


